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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）



全体目標

①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
年齢調整罹患率は減少しているが、過去の罹患数が過大評価されている可能性があり、引き続き推移
の確認が必要である。

75歳未満のがんの年齢調整死亡率については着実に減少してきている。ただし、がん種別の年齢調
整死亡率についてはがん種ごとに異なる傾向が見られ、がん検診受診率は上昇傾向であるものの、多
くの領域で目標を達成できておらず、対策を検討する必要がある。

②患者本位のがん医療の充実
がんの５年生存率は多くのがん種で上昇傾向を認め、年齢調整死亡率は減少傾向にあり、概ね評価
できる。

がん診療提供体制の整備について、全体として底上げはなされているが、地域間及び医療機関間の
進捗状況に差異が存在している場合もあり、一層の均てん化に向けて、引き続き検討が必要である。

中間評価指標にないがん種も含め、更なる充実が必要である。

③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
相談できる支援が十分であると感じているがん患者・家族の割合については増加し、一定の評価は
できるものの、十分なレベルには達しておらず、その背景等を把握しつつ、より一層の相談支援及
び情報提供に係る取組が求められる。

がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。
がん診療連携拠点病院等を中心に、がん医療の均てん化のため、診療提供体制の整備が進められて

きており、一定の進捗が認められるが、地域間及び医療機関間で進捗状況に差がある。また、あらゆ
る分野で、がんに係る正しい情報の提供及びがん患者を含めた国民への普及啓発の推進が求められて
おり、より効果的な手法等について検討が必要である。
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「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」分野
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（１）がんの１次予防
 たばこ、飲酒、運動習慣、食習慣等の生活習慣については、目標を達成できてい

ない項目もあり、一層の対策が必要である。
 HPVワクチンの個別の接種勧奨が順次実施されていくこと等を踏まえ、引き続き、

子宮頸がん検診の受診勧奨を進めるとともに、子宮頸がんの年齢調整罹患率や年
齢調整死亡率等の推移を注視し、それらを踏まえて適切な対応を行っていく必要
がある。

（２）がんの早期発見、がん検診（２次予防）
 がん検診の受診率は男女とも全てのがん種で上昇傾向にあるが、男性の肺がん検

診を除いて、目標値の50％を達成できていない。さらに新型コロナウイルス感染
症の影響により後退していることも想定され、がん医療にどのような影響を与え
たか長期的に注視し、受診率向上に取り組む必要がある。

 職域におけるがん検診の実態を把握する仕組みについて、引き続き検討が必要で
ある。

 指針に基づくがん検診の実施やチェックリストの実施について、市区町村への働
きかけをより一層推進していく必要がある。



「②患者本位のがん医療の充実」分野（１／２）
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（１）がんゲノム医療
 がんゲノム医療の診療提供体制の整備について一定の評価はできる。また、「全ゲノム解

析等実行計画（第１版）」の着実な推進も必要である。

（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法の充実
 一定の成果が見られるが、地域間及び医療機関間において取組状況に差が見られる。
 患者への適切な情報提供や普及啓発に関して、より一層の取組が必要である。

（３）チーム医療の推進について
 がん診療連携拠点病院等では、チーム医療の体制整備が進められている。がん診療連携拠

点病院等以外の医療機関における取組の充実や、医療機関同士の連携が求められる。

（４）がんのリハビリテーション
 がん診療連携拠点病院等を中心とした取組の成果が見られている。がん診療連携拠点病院

等以外の医療機関や在宅医療等においても推進していくことが求められる。

（５）支持療法の推進
 一定の実態把握がなされたものの、適正な評価のためには更なる知見の集積が必要である。

医療スタッフに容易に相談できるような体制や、専門的なケアが受けられる外来も含めた
体制の確保・充実が必要である。



「②患者本位のがん医療の充実」分野（２／２）
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（６）希少がん、難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）
 希少がん対策について、取組の成果が見られる部分もあるが、患者への情報提供や医療機関の連

携について、より一層の推進が必要である。
 難治性がん対策について、がん研究を推進することで進めてきたが、評価指標がなく、次期基本

計画において、どのような評価指標を用いるか検討を行う。

（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん対策 (※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

 小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策については、それらの特徴を考慮した対策を検討する必要が
ある。また、2021年より開始された「小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進
事業」について、普及啓発に取り組む必要がある。

 高齢者のがんについては、未だ十分な評価ができていない。次期基本計画において、どのように
位置づけていくか、引き続き検討が必要である。

（８）病理診断
 引き続き、質の高い病理診断や細胞診断を提供するための体制整備を進めていく必要がある。

（９）がん登録
 精度管理については一定の成果が見られており、さらに利活用が推進されるよう取組を進めて行

く必要がある。

（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組
 「がん研究10か年戦略」に基づき、順調に進められている。がん患者に対し、治験や臨床試験に

関する情報を提供する体制の整備についても推進が必要である。



「③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」分野
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（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進
 緩和ケアの提供体制やそれらを担う人材育成のあり方を、地域の実情や今後のがん診療提供体制のあり方を踏

まえ検討する必要がある。
 相談支援の体制や、国民への普及啓発について、更なる取組の充実が求められる。

（２）相談支援及び情報提供
 患者への相談支援や情報提供について、患者のニーズや課題等を把握した上で更なる活用が求められている。
 ピアサポーターについては認知度が低く、ピアサポートを含む相談支援や情報提供体制の活用状況の改善が求

められ、どのような対策が効果的であるか、引き続き検討が必要である。

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
 セカンドオピニオンに関する情報提供や、患者の望む場所で過ごすことができるような地域における緩和ケア

提供体制の検討、在宅緩和ケアの一層の周知が必要である。

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）
 治療開始前における就労支援に係る情報提供については、がん患者だけでなく、その家族に対しても引き続き

充実させていく取組が必要である。
 がん患者の経済的な課題の把握や利用可能な施策の更なる周知が求められる。
 アピアランスケア等の社会的な問題について、一定の取組の成果が見られているが、更なる知見の集積を行い、

検討が必要である。

（５）ライフステージに応じたがん対策
 小児・ＡＹＡ世代については、小児がん拠点病院を中心に連携体制や院内学級等の施設整備が進められてきた

点は評価できる。
 教育支援も含めた医療機関におけるオンライン環境の整備についての検討が必要である。
 高齢者については、中間評価指標の設定がなかったため、十分な評価ができなかった。高齢のがん患者を支え

るための対策や、医療と介護の連携の更なる強化について、引き続き、検討が必要である。



「④これらを支える基盤の整備」分野
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（１）がん研究
 「がん研究10か年戦略」に基づき、順調な進捗であるが、患者及びがん
経験者の参画をより一層推進し、患者及びがん経験者目線で、必要とさ
れている研究を推進していく必要がある。

（２）人材育成
 各専門職種に関して研修事業等を進められ一定の評価はできるが、地域
間及び医療機関間における差がある。量的な推進だけでなく、今後のが
ん医療のあり方も踏まえた取組を、文部科学省とも連携しつつ、推進し
ていく必要がある。

（３）がん教育、がんに関する知識の普及啓発
 がん教育やがんに関する知識の普及啓発については、更なる推進が必要
とされている。特に、学校教育において、文部科学省と連携し、地域の
実情に応じた効果的な取組について引き続き検討していく必要がある。


